
１  玉名市民会館

 玉名市弓道場

 玉名勤労者体育センター

２ １ 玉名市民会館

（ホール）鉄筋コンクリート造３階建

（会議棟）鉄骨造平屋建

（ホール）４６８７．７５平方メートル

（会議棟）　９８３．３０平方メートル

午前９時から午後１０時まで

１２月２９日から翌年の１月３日まで

建 築 構 造

建 物 面 積

開 館 時 間

休 館 日

使 用 料

指定管理候補者選定委員会における候補者の選定結果概要

(　担当　　玉名市民会館 ： 管財課 、 玉名市弓道場・玉名勤労者体育センター ； スポーツ振興課　）

①

②

③

④

⑤

施設の概要

施設名







２ 玉名市弓道場

鉄骨・木造平屋建

２４１．８８平方メートル

午前９時から午後１０時まで

月曜日（祝日の場合は、最も早い平日に振替）

及び１２月２８日から翌年の１月４日まで

３ 玉名市勤労者体育センター

鉄筋コンクリート造平屋建

１２７０．００平方メートル

午前９時から午後１０時まで

月曜日（祝日の場合は、最も早い平日に振替）

及び１２月２８日から翌年の１月４日まで

②

③

④

建 築 構 造

建築床面積

開 館 時 間

休 館 日

使 用 料

建 築 構 造

建築床面積

開 館 時 間

休 館 日

③

④

⑤

①

①

②



３ 非公募

（理　由）

使 用 料

募集方法

募
集
概
要

保健センター、博物館等の各施設（以下「周辺施設」という。）にある

駐車場も各々の周辺施設の専用駐車場として使用しつつ、必要に

応じて、周辺施設及び指定管理施設の駐車場を有効的かつ効率的に

⑤

始まった新公益法人制度により一般財団法人に移行したものの、現在も

公益性を重視して本市と密接な関係性の中で指定管理施設を円滑に

市 民 会 館 、 弓 道 場 及 び 体育 セン ター （以 下「 指定 管理 施設 」と

いう。）は、隣接する施設であるため、駐車場を共用して使用しており、

指定管理者が指定管理施設と駐車場とを効率的に管理・運用する

必要がある。さらには、指定管理施設に隣接する市役所、福祉センター、

貸館を制限するなどの調整を図る必要があり、これまでも指定管理

センターを一体的かつ専門的に運営するために、昭和６２年に本市が

１００パーセント出資して設立した財団法人で、平成２０年１２月から

周辺公共施設の行事、会議等の開催状況によっては、指定管理施設の

自 治 振 興 公 社 は 、 市 民 会 館 、 青 少 年 ホ ー ム 、 弓 道 場 及 び 体 育

共用して使用している。特に平日の昼間においては、指定管理施設も、

施設の収益性に多少なり影響してきた。現指定管理者である玉名市



①

ア

イ

ウ

エ

オ

②

③

ア

イ

ウ

エ

オ

④

基づく各施設の利用許可、不許可、許可取消等に関する業務

⑤

指定の期間

管理業務内容

　

募
集
内
容

（３年分）
指定管理料の基準額

現市民会館ホールと違い、新ホールは大ホールとマルチホールの

除く。）までの規定及び体育センター条例第６条及び第８条から

対する決定（同法第２４４条の４）など法令等により市長のみの権限に

駐車場の案内、整理等

事故、災害等緊急時の対応

関係機関との連絡調整等

利用状況等の調査、報告

第１０条（第１０条第１項第３号に係る部分を除く。）までの規定に

施設管理に関する業務

「新ホール」という。）は同年６月から一般供用開始予定であるが、

規定により非公募とする。

運営している法人である。

ま た 、 令 和 ２ 年 ３ 月 末 に 竣 工 予 定 の 新 市 民 会 館 ホ ー ル （ 以 下

維持管理費の見込みを立てにくいところがあるが、本市が出資し、

今回の指定管理施設の中で、新ホールは、運営実績がなく、運営・

小さくなる。そして、これまで同公社が長年築いてきた運営・管理の経験

２施設を持ち合わせた新施設となる。

及び利用者との信頼関係により、新ホールの安定的な運営が期待できる。

（平成１７年条例第１９５号。以下「手続条例」という。）第６条第１項の

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

属することを定められている事務を除く業務

１３４，３９６千円（消費税及び地方消費税を含む。）

その他市民会館等の管理に関する事務のうち、行政財産の

目的外使用許可（地方自治法第２３８条の４第７項）、不服申立てに

利用案内、利用指導、利用促進、広聴広報等

市 民 会 館 条 例 第 ６ 条 か ら 第 ８ 条 ま で の 規 定 及 び 第 ２ １ 条 、

弓道場条例第６条から第９条（第９条第１項第３号に係る部分を

修繕工事（協定書に定める軽微なものに限る。）

密接な関係にある同公社が運営することで、新施設の運営リスクはより

よって、玉名市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

植栽管理

清掃に関する業務

利用管理に関する業務

施設の点検

電気料、水道料等の光熱水費の支払

法定点検（消防設備）等



４ 審査方法

委員会の選定意見をまとめた。

選定委員会の委員

協会長）

審査基準 別紙のとおり

審査経過

玉名市指定管理候補者選定委員会

令和元年１０月１６日（水）　午前１時３０分

玉名市役所３階　３－１会議室

指定管理候補者を選定

指定管理候補者 一般財団法人玉名市自治振興公社

１ 評価結果

理由

２ 選定理由

指定管理候補者として適当であると判断した。

　

審
査
結
果

審
査
の
概
要
及
び
結
果

計 ６人

１１４，２５８，１８１円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）

（ 開 催 日 ）

（開催場所）

（ 内 容 ） 導入方針、事業計画及び収支計画、その他提出

資料の説明、プレゼンテーション及び質疑、審査のうえ

評価結果及び選定

別添「玉名市民会館、玉名市弓道場及び玉名勤 労者 体育

一般財団法人玉名市自治振興公社が提出した申請書、事業

玉名市教育長、玉名市教育部長、玉名市健康福祉部長、

玉名市民会館、玉名市弓道場及び玉名勤労者体育センターに関する

計画書、収支計画書などにより、審査基準に基づき、総合的に

評価した結果、長年の管理経験から積み上げてきたノウハウや

創意工夫を含め安定的な運営管理が少数の人員によって効率的に

適切な管理及びサービスの提供ができると認められることから、

なお、指定管理候補者が提示した指定管理料申請価格は、

です。

センターの指定管理候補者選定委員会集計表」のとおり

４つの審査基準ごとに審査項目、審査内容を定め、審査内容ごとに

３～５点を配点（ただし、審査基準「利用者の平等な利用の確保」に

関する審査内容については、点数とせず「適・否」で判断。

　選定委員会の委員に対してプレゼンテーションを実施。

事業計画、収支計画の内容やプレゼンテーションの内容について、

審査基準に基づき採点し、指定管理候補者としての適否について、

有識者（玉名市区長会協議会長、玉名市文化協会長、玉名市体育



１ 事業計画書の内容が、
当該公の施設の効用を
発揮させるとともに、市が
管理する場合に提供する
サービスと同等以上の
サービスを提供することが
できるものであること。

自主事業の提案は実現可能か。

事業計画書の内容が、利
用者の平等な利用を確
保することができるもので
あるか。

 審査基準表（玉名市民会館、玉名市弓道場及び玉名勤労者体育センター）
審 査 基 準 審 査 項 目

３０ 点

配 点

地域、関係機関等との連携が図られているか。

審　査　内　容

その他利用者増を高める内容は適切か。

サービス向上のための取組内容は適切か。

利用料金の設定は適切か。

施設の設置目的及び市が示し
た管理の基準

安定的な運営が可能となる財
政的基盤

安定的な運営が可能となる人
的能力

類似施設の運営実績

施設の設置目的を理解しているか。

施設管理及び安全管理は適切か。

維持管理は効率的に行われるか。

環境に配慮した管理運営となっているか。

自主事業は、施設の設置目的に沿い、管理業務との相
乗効果が期待できるか。
全体的に利用しやすい施設の設備及び機能の活用が考
慮されているか。

利用者ニーズの把握やその対応策が適切か。

求めている実施水準が事業計画書で提案されているか。

市が示した管理の基準と申請者が提案した運営方針が
合致するか。

申請者の経営モラルは適切か。

年間の広報計画の内容は適切か。

情報の管理

公益性の理解

情報公開

危機管理体制

３ 事業計画に沿った管理
を安定して行う物的能
力、財政的能力及び人的
能力を有するものである
こと。

金融機関等の支援体制は十分か。

合　　　　　計

２ 収支計画書の内容が、
当該公の施設の管理の
業務に係る経費の縮減が
図られるものであること。

職員構成、職員数は十分か。

職員の指導育成、研修体制は十分か。

職員採用及び確保の方策は適切か。

実績からして、当該施設を良好に管理運営できる可能性
はどうか。

個人情報保護のための適切な措置がとられているか。

公の施設の管理に関し、公益性の理解があるか。

４２ 点

適　・　否

※　選定委員会で否と判定された場合は失格とします。

収入、支出の積算と事業計画との整合性は図られている
か。

収支計画の実現の可能性はあるか。

申請者の経営状態（財務状況）は健全かつ安定したもの
であるか。

施設利用者の平等な利用の確
保

利用者の増加を図るための具
体的手法及び期待される効果

サービス向上を図るための具
体的手法及び期待される効果

施設等の維持管理の内容、適
格性及び実現の可能性

施設の管理運営に係る経費の
内容

収支計画の内容、適格性及び
実現の可能性

必要な経費を見積もっているか。

管理運営費の縮減に取り組む内容になっているか。

利用申込等が公平な利用を確保するものとなっている
か。

生活弱者等へ配慮されているか。

事業等の内容に偏りがないか。

施設の設備及び機能を十分に活用した提案となっている
か。

２０ 点

苦情解決の方法

４ その他当該公の施設の
設置目的を達成するため
に必要と認める事項

玉名市情報公開条例（平成17年条例第12号）の規定に
ついて、理解があるか。

災害その他緊急時の危機管理体制が確立されているか。

苦情解決の方法のための適切な措置がとられているか。

１０７ 点

１５ 点



適・否 適

施設利用者の平等な利用の確
保

玉名市民会館、玉名市弓道場及び玉名勤労者体育センターの
指定管理者選定委員会集計表

審 査 基 準 審 査 項 目 配　点 評 価 点 数

１　事業計画書の内容が、当該
公の施設の効用を発揮させると
ともに、市が管理する場合に提
供するサービスと同等以上の
サービスを提供することができる
ものであること。

利用者の増加を図るための具体
的手法及び期待される効果

サービス向上を図るための具体
的手法及び期待される効果

施設等の維持管理の内容、適格
性及び実現の可能性

事業計画書の内容が、利用者
の平等な利用を確保することが
できるものであるか。

施設の設置目的及び市が示した
管理の基準

２　収支計画書の内容が、当該
公の施設の管理の業務に係る
経費の縮減が図られるものであ
ること。

施設の管理運営に係る経費の
内容

収支計画の内容、適格性及び実
現の可能性

３　事業計画に沿った管理を安
定して行う物的能力、財政的能
力及び人的能力を有するもので
あること。

安定的な運営が可能となる財政
的基盤

２５２点
（４２点×６人）

１２０点
（２０点×６人）

危機管理体制

１８０点
（３０点×６人）

安定的な運営が可能となる人的
能力

類似施設の運営実績

９４点

１４３点

７７点

２０５点

５１９点

苦情解決の方法

６４２点
（１０７点×６人）

合 計 点

４　その他、当該公の施設の設
置目的を達成するために必要と
認める事項。

情報の管理

９０点
（１５点×６人）

公益性の理解

情報公開


